
 

   川崎市上下水道局設計変更に係る事務手続取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市上下水道局請負工事監督規程（昭和４７年川崎市

水道局規程第２３号）及び川崎市上下水道局契約規程（昭和４１年川崎市水

道局規程第２８号）の規定により請負工事の設計変更を行う場合に必要な事

務手続等について定めるものとする。 

（範囲等） 

第２条 設計変更は、工事の目的の範囲内で行う。 

２ 設計変更により契約金額が３０パーセントを超えて増加する場合は、変更

部分を分離して施工することが著しく困難であるときを除き、変更部分は別

途の契約とする。 

（手続） 

第３条 設計図書の変更は、工事変更設計書を作成して行い、契約金額の増減

額を算出する。 

２ 変更の内容等は、受注者と書面により協議する。 

３ 契約金額の増減は、協議内容の確定前に、当該設計変更に係る工事の予算

を総括、調整等する課の長等に執行伺により伺うものとする。 

４ 施工についての受注者への指示は、変更契約の締結後に行うものとする。 

（事前手続） 

第４条 前条の規定による手続の前に施工が必要な場合は、工事施工伺（別記

様式）により伺った上、受注者に施工の指示ができる。 

２ 変更の内容が軽微な場合は、前項に規定する伺いを省略することができる

。 

（委任） 

第５条 この要綱の施行に関し必要な事項は、上下水道事業管理者が定める。 



 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



様式  

工 事 施 工 伺 

                                             年   月   日 

                            一般監督員 

                            氏 名                   

 

次の内容を請負者に指示してよろしいでしょうか。 
 

工事契約番号 第     号 工 事 名  

工 事 場 所       市           区 

請 負 者                  請 負 金 額             円 

工 期         年   月   日 ～      年   月   日 

 
理 由 

  

  

  

  

  

  

  

  

変 更 内 容 
設     計 設 計 変 更 合     計 

備   考 
数 量 金 額 数 量 金 額 増減 数 量 増減 金 額 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



変 更 内 容 
設     計 設 計 変 更 合     計 

備   考 
数 量 金 額 数 量 金 額 増減 数 量 増減 金 額 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


